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椙山女学園大学・大学院 研究生 出願案内 

 

１ 履修資格 
 次の一つに該当する女子とします。 

＜学部＞ 修業年限４年以上の大学を卒業した者又は本学がこれと同等以上の学力があると認めた者 

＜大学院＞(1)当該大学院研究科を修了して修士の学位を得た者 

(2)研究科委員会において、前号と同等以上の学力があると認められた者 

 

２ 出願資格審査を要する者 
次に該当する方は、出願前に資格審査が必要です。審査の詳細は、下記６を確認してください。 

＜学部＞ 修業年限４年以上の大学を卒業していない者。ただし、本学研究生又は本学大学院修士課程の出願資格を満た

すと認められたことがある者は、審査を要しない。 

＜大学院＞修士の学位を得ていない者。ただし、本学大学院研究生又は本学大学院博士後期課程の出願資格を満たすと認

められたことがある者は、審査を要しない。 

 

３ 出願手続 

３－１ 出願書類 
次の書類を一括し、所定の期日までに提出してください。 

（出願資格審査のための提出書類と重複する書類は、提出不要です。） 

提出書類 学部 大学院 

(1)研究生願書（本学所定様式） １通 〇 〇 

(2)履歴書（写真添付のこと） 

（添付の用紙をご利用いただいても結構です。） １通 〇 〇 

(3)最終学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書 ※1 １通 〇 〇 

(4)最終学校の成績証明書 ※1 １通  〇 

(5)健康診断書 ※2（発行日が出願日から起算して３ヶ月以内のもの） 
（添付の用紙をご利用いただいても結構です。） 

１通 〇  

(6)写真台帳（本学所定様式）（写真添付のこと。写真は縦４ｃｍ×横３ｃｍ、 
出願前３ヶ月以内撮影、裏面に氏名記入のこと。） 

１枚 〇 〇 

(7)検定料 10,000 円 〇 〇 

(8)その他本学が必要とする書類 ※3    

（備考） 

※1 在学中の方は、在学している学校の在学証明書及び成績証明書を提出してください。ただし本学在学生が出願 

する場合は在学証明書の提出は必要ありません。 

   ※2 学校保健安全法により入学許可後の健康状況確認のために提出していただきます。検定の合否には使用しません。 

※3 日本以外の国籍を有する方は、下記のものを提出してください。 

①「パスポート」のコピー（A4 版の用紙で氏名、顔写真の記載があるページを提出してください。） 

②「在留カード」のコピー（両面）（A4 版の用紙でそれぞれ 150％に拡大したものを提出してください。） 

③「住民票（外国人）」（居住地を定めてからの提出可） 

 

 ３－２ 出願方法 
・出願書類は、すべて揃っていることを確認の上、「８ 出願書類提出先・お問合せ先」に、郵送（簡易書留若しくはレ

ターパックプラス）又は持参してください。 

・検定料は、出願期間内に、次の振込先にお振り込みください（振込手数料は各自のご負担でお願いします）。  

＜振込先＞ 銀行名：三菱ＵＦＪ銀行 

支店名：星ヶ丘支店    

種別：普通 

口座番号：0060316 

口座名義：学校法人 椙山女学園 

カナ：ガク）スギヤマジョガクエン 

 

 ３－３ 出願期間（出願書類の提出及び検定料の振込） 

前期から研究開始 （前年度） ２月１日～２月末日必着 

後期から研究開始 （当該年度）８月１日～８月末日必着（夏季一斉休暇期間を除く。） 

※出願締切日が土・日曜日の場合は、直前の金曜日を締切日とします。（例：8/31 が土曜日の場合は、8/30 締切） 

※出願資格審査を要する方は、６－３の提出期限を確認してください。 

※書類準備等の事由により、間に合わない場合は事前にご連絡ください。 

 

３－４ 検定 
当該学部(研究科)において、書類選考及び、必要に応じて面接選考により行います。 
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４ 学費等 
(1) 研究を許可された者は、指定の期日までに、次の登録料及び研究料を納付してください。 

学部 ・登録料     20,000 円 

・研究料  年額 60,000 円 

・実験実習費（生活科学部のみ） 管理栄養学科：年額 52,000 円 

生活環境デザイン学科：年額 35,000 円 

大学院 ・登録料      20,000 円  

・研究料   年額 60,000 円 

・実験実習費（生活科学研究科のみ） 年額 60,000 円 

(2) 学費等の納入については、研究許可通知とともに振込用紙等をお渡しします。 

(3) 納付された研究料等は、一切返還いたしません。 

 

５ 研究期間 
(1) 研究生の研究期間は、研究を許可された日から１年以内となります。 

(2) 許可された期間を終了後、継続して研究を志願する場合は、改めて出願してください。 

 

６ 出願資格審査手続（上記「２ 出願資格審査を要する者」に該当する方のみ） 

 ６－１ 提出書類 

提出書類 学部 大学院 

① 研究生出願資格審査申請書（本学所定様式） １通 〇 〇 

② 履歴書（本学所定様式、写真添付のこと） １通 〇 〇 

③ 最終学校の卒業（見込）証明書（外国語で書かれている場合、日本語訳を添付） １通 〇 〇 

④ 最終学校の成績証明書（外国語で書かれている場合、日本語訳を添付） １通 ○ 〇 

⑤ その他本学が必要とする書類 

※下記⑥～⑨以外に提出の必要がある場合には個別にご連絡します。 
   

上記に加え、日本以外の国籍を有し、かつ最終出身校が外国の学校である者は、原則として次に定める書類を提

出してください。 

⑥ 「パスポート」の写し １通 〇 〇 

⑦ 「在留カード」の写し（両面）（居住地を定めてからの提出可） １通 〇 〇 

⑧ 住民票（居住地を定めてからの提出可） １通 〇 〇 

⑨ 日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書 

（独立行政法人国際交流基金又は財団法人日本国際教育支援協会が実施） 

（Ｎ２（旧２級）以上に合格していることが望ましい。） 

１通 〇 〇 

 

 ６－２ 提出方法 
提出書類がすべて揃っていることを確認の上、「８ 出願書類提出先・お問合せ先」へ郵送（簡易書留若しくはレター

パックプラス）又は持参してください。 

 

 ６－３ 提出期間 

前期から研究開始 （前年度） １２月１日～１月２０日（冬季一斉休暇期間を除く。） 

後期から研究開始 （当該年度）６月２日～６月２０日 

  ※締切日が日曜日と重複する場合は、その翌日を締切日とします。 

 

 ６－４ 検定 
当該学部(研究科)において、書類選考及び、必要に応じて面接選考により行います。 

 

７ その他 
(1) 研究内容、研究方法については、指導教員と密に連絡を取っていただきますよう、お願いします。 

(2) その他、施設使用等については、個別にご説明します。 

 

８ 出願書類提出先・お問合せ先 

星が丘 

キャンパス 

生活科学研究科、現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

教育学研究科 

生活科学部 

外国語学部／国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部  

情報社会学部／文化情報学部 

現代ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部、教育学部、看護学部 

椙山女学園大学 学務部教務課 

〒464-8662 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 17-3 

TEL 052-781-6466 ／ FAX 052-781-7030 

E-mail：kyoumu@sugiyama-u.ac.jp 

日進 

キャンパス 

人間関係学研究科 

人間関係学部 

椙山女学園大学 日進キャンパス事務課 教務係 

〒470-0136 愛知県日進市竹の山 3 丁目 2005 番地 

TEL 0561-74-1186 ／ FAX 0561-73-4443 

E-mail：n-kyoumu@sugiyama-u.ac.jp 



（学部用） 

指導教授認印  ㊞ 

   年   月   日 
 

椙山女学園大学長 殿 
 

ふ り が な

氏 名                 

現住所 

 

電話番号 
最終卒業学校 

 
 

研 究 生 願 書 
 
 
このたび貴学において、      学部研究生として下記のとおり入学したいので 

許可くださるよう、お願いいたします。 
 

記 
 
１ 研究事項 
 
 
 
 
 
 
 

２ 研究期間（該当年度記入） 

   年度  

 

３ 指導教授 

 
 

４ 検定料 

     月   日振込（予定） 

受付印 
 

□ 振込確認 
 

以上 



（大学院用） 

指導教授認印  ㊞ 

     年   月   日 
 

椙山女学園大学長   殿 
 

ふ り が な

氏 名                 

現住所 

 

電話番号 
最終卒業学校 

 
 

研 究 生 願 書 
 
 
このたび貴学において、      研究科研究生として下記のとおり入学したいので

許可くださるよう、お願いいたします。 
 

記 
 
１ 研究事項 
 
 
 
 
 
 
 

２ 研究期間（該当年度記入、該当期に○印） 

           年度 前期・後期 

     年度 前期・後期 

 

３ 指導教授 

 
 

４ 検定料 

     月   日振込（予定） 

受付印 
 

□ 振込確認 
 

以上 



 
 

椙山女学園大学・大学院  

研究生出願資格審査申請書 
 

年   月   日 
 
このたび貴学の研究生に出願を希望します。 
ついては、出願資格の審査を受けたいので、所定の書類を添えて申請します。 

 

ふりがな  

氏 名 
 

現住所 

〒 
 
 
 
 
電話番号 

最終卒業学校 
 
 

卒業・卒業見込 

志望する 
学部・研究科 

 

 
 
 









椙山女学園大学研究生規準 
平成９年大規準第５号 

平成９年１０月２４日制定 

（趣旨） 

第１条 この規準は、椙山女学園大学学則（以下「学則」という。）第５８条第２項の規定に基づき、研究

生に関して必要な事項を定める。 

（出願資格）  

第２条 研究生となる資格は、修業年限４年以上の大学を卒業した女子又は本学がこれと同等以上の学力が

あると認めた女子とする。 

（出願手続） 

第３条 研究生として研究を志願する者は、指定期日までに、次の書類に学則別表第９に定める検定料を添

えて、学長に願い出なければならない。 

(1) 研究生願書（本学所定様式） １通 

(2) 履歴書 １通 

(3) 健康診断書 １通 

(4) 写真 １枚 

(5) 最終学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書及び成績証明書 各１通 

(6) その他本学が必要とする書類 

（検定及び許可）  

第４条 検定は、当該学部において、書類選考及び必要に応じて面接選考により行うものとする。その結果

に基づき、教授会の審議を経て学長が研究の許可をする。 

２ 前項の規定により研究を許可された者に対し、研究許可証を発行する。 

（学費等）  

第５条 研究を許可された者は、指定の期日までに、学則別表第１０に定める登録料及び学則別表第１２に

定める研究料を納付しなければならない。 

２ 研究生の実験及び実習費等は、別に徴収する。 

３ 既納の検定料、登録料及び研究料は、一切返還しない。 

（研究期間）  

第６条 研究生の研究期間は、研究を許可された日から１年以内とする。 

２ 許可された期間を終了後、継続して研究を志願する場合は、改めて出願するものとする。 

（研究許可の取消し）  

第７条 研究生として不適当な行為があったときは、研究許可を取り消すことがある。 

（他の規則の準用）  

第８条 この規準に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規定は、研究生にこれを準用する。 

（図書館の利用）  

第９条 研究生は、本学の図書館を利用することができる。 

（その他）  

第１０条 研究生は、定員外とする。 

（雑則） 

第１１条 研究生に関して、この規準に定めるもののほか、必要な事項は、教授会の議を経て、学長が定め

る。 

（規準の改正）  

第１２条 この規準の改正は、各学部教授会の議を経て大学協議会に諮り、学長が決定する。 

附 則 

 この規準は、平成１０年４月１日から施行する。  

 椙山女学園大学家政学部研究生内規（昭和５９年４月１日から施行）は廃止する。  

 椙山女学園大学文学部研究生内規（昭和５９年４月１日から施行）は廃止する。  

 椙山女学園大学人間関係学部研究生内規（平成元年４月１日から施行）は廃止する。  

附 則（平成１９年大規準第１号） 

 この規準は、平成１９年 1 月１７日から施行する。  

附 則（平成１９年大規準第８号） 

 この規準は、平成１９年９月１日から施行する。  

附 則（平成２２年大規準第１１号） 

 この規準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年大規準第１０号） 

 この規準は、平成２５年１２月１７日から施行する。  

   附 則（令和５年大規準第１５号） 

 この規準は、令和５年１１月２１日から施行する。 

 

 



＜大学学則抜粋＞ 

 

別表第９（第１０条、第３７条の２、第４７条、第４７条の２、第５８条関係）

入学検定料等 （単位　円）

備考

別表第１０（第４３条、第４４条、第４７条、第４７条の２、第５８条関係）

入学金及び登録料 （単位　円）

備考

　同一年度に複数の学部で科目等履修生又は聴講生となる場合の登録料は、重複して徴収しない。

別表第１２（第４７条、第４７条の２、第５８条関係）

履修料、聴講料及び研究料　

生活科学部の研究生については、管理栄養学科は年額52,000円、生活環境デザイン学科は

年額35,000円の実験実習費を別途徴収する。

研究料（年額）

60,000

（単位　円）

履修料（１単位につき）

15,000

聴講料（１科目につき）

10,000

200,000 200,000 100,000 30,000 10,000 20,000

　複数回の受験を志願する場合及びインターネットを利用して出願する場合は、入学検定料を減額することができる。

入　　　学　　　金 登　　　録　　　料

新 入 学 生
転 入 学 生 及 び

編 入 学 生
再 入 学 生 科 目 等 履 修 生 聴 講 生 研 究 生

科 目 等 履 修 生 に

係 る 検 定 料
聴 講 生 に 係 る 検 定 料 研 究 生 に 係 る 検 定 料

10,000 10,000 10,000

入 学 検 定 料
大 学 入試 セン ター 試験 利用

による選抜に係る入学検定料
転学部・転学科に係る検定料

35,000 20,000 10,000



椙山女学園大学大学院研究生規準 
平成６年大規準第１号 

平成６年６月３０日制定 

（趣旨）  

第１条 この規準は、椙山女学園大学大学院学則（以下「学則」という。）第２９条の規定に基づき、研究生に関

して必要な事項を定める。 

（出願資格）  

第２条 研究生として研究を志願することができる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

(1) 当該大学院研究科を修了して修士の学位を得た者 

(2) 研究科委員会において、前号と同等以上の学力があると認められた者 

（研究の始期） 

第３条 研究生の研究の始期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。 

（出願手続）  

第４条 研究生として研究を志願するものは、指定期日までに、次の書類に学則別表第３に定める検定料を添え

て、学長に願い出なければならない。 

(1) 大学院研究生願書（本学所定様式） １通 

(2) 履歴書 １通 

(3) 健康診断書 １通 

(4) 写真 １枚 

(5) 最終出身校の修了証明書及び成績証明書 各１通 

(6) その他本学が必要とする書類 

（検定及び許可） 

第５条 検定は、当該研究科において、書類選考及び必要に応じて面接選考により行うものとする。その結果に

基づき、当該研究科委員会の審議を経て学長が許可する。 

２ 前項の規定により研究を許可された者に対し、研究許可証を発行する。 

（学費等） 

第６条 研究生として研究を許可された者は、指定の日までに学則別表第４に定める登録料及び研究料を納付し

なければならない。 

２ 実験実習費等研究に要する費用（以下「実習費」という。）は、研究生の負担とする。 

３ 既納の学費等は、理由の如何を問わず返還しない。 

（研究期間）  

第７条 研究生の研究期間は、研究を許可された日から１年とする。 

２ 前項の期間の延長を希望する者は、改めて出願するものとする。 

（研究報告）  

第８条 研究生は、研究期間の終わりに、研究報告書を指導教授を経て研究科長に提出しなければならない。 

（研究許可の取消し）  

第９条 研究生として不適当な行為があったときは、研究許可を取り消すことがある。 

 （他の規則の準用） 

第１０条 この規準に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規定は、研究生にこれを準用する。 

（図書館の利用） 

第１１条 研究生は、本学の図書館を利用することができる。 

 （その他） 

第１２条 研究生は、定員外とする。 

（雑則） 

第１３条 この規準に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て学長が定める。 

（改廃）  

第１４条 この規準の改正は、研究科委員会の議を経て大学院委員会に諮り、学長が行う。 

附 則 

 この規程は、平成６年７月１日から施行する。  

附 則（平成１１年大規準第５号） 

 この規準は、平成１１年４月１日から施行する。  

附 則（平成１１年大規準第１３号） 

 この規準は、平成１２年４月１日から施行する。  

附 則（平成１９年大規準第８号） 

 この規準は、平成１９年９月１日から施行する。 

附 則（令和５年大規準第１２号） 

この規準は、令和５年１１月２１日から施行する 
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別表第２（第１３条関係）

別表第３（第１６条、第２９条関係）

　入学検定料 （単位　円）

別表第４（第２５条、第２９条関係）

　入学金及び登録料  （単位　円）

備考

１　同一年度に複数の研究科で科目等履修生又は聴講生となる場合の登録料は、重複して徴収しない。

２　椙山女学園大学大学院修士課程に入学する者のうち、椙山女学園大学又は椙山女学園大学短期大学部

　を卒業した者の入学金は、半額とする。

３　椙山女学園大学大学院修士課程を修了した者が椙山女学園大学大学院博士後期課程に入学する場合

　の入学金は、徴収しない。

別表第５（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費 （単位　円）

別表第５－２（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費（長期履修学生） （単位　円）

別表第６（第２９条関係）

　研究料及び履修料 （単位　円）

申　請　者 学位論文審査手数料

本学大学院博士後期課程在籍者 な　　し

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年以内の者 な　　し

研　究　科 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

新入学生・転入学生

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年を超える者 １５０，０００円

上記以外の者 １５０，０００円

入　学　検　定　料 研究生に係る検定料 科目等履修生に係る検定料 聴講生に係る検定料

３５，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００

入　学　金

現代マネジメント研究科 ５００，０００ ２５０，０００

教 育 学 研 究 科 ５００，０００ ２５０，０００

生 活 科 学 研 究 科 ５００，０００ ２３０，０００ ６０，０００

人 間 関 係 学 研 究 科 ５００，０００ ２５０，０００

研　究　科 年次 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

生 活 科 学 研 究 科

第１年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

１６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００ １６６，０００ ―

第３年次

第２年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

第３年次 ３２０，０００ １５２，０００ ４０，０００

登　録　料

３２０，０００ １６６，０００ ―

教 育 学 研 究 科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００ １６６，０００ ―

第３年次

１６６，０００ ―

第３年次 ３２０，０００

―

第２年次 ３４０，０００

人 間 関 係 学 研 究 科

第１年次 ３４０，０００

６０，０００ １５，０００ １０，０００

再入学生 研究生 科目等履修生 聴講生

２００，０００ １００，０００ ２０，０００ ３０，０００ １０，０００

研究料（年額） 履修料（１単位につき） 聴講料（１科目につき）

１６６，０００ ―

３２０，０００ １６６，０００ ―

現代マネジメント研究科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００




